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減 価 償

毛

1. 序

固定資産の原価はその使用期間に配分する。
そして． その配分の 手続きを 減価 償却法とい
い，配分した原価を減価償却費という。 原価配

分は固定資産に関わる費用の基礎となっている

のである。 この時． 各期間に配分する原価の大

きさはどのような会計現象を示すのだろうか。

また． なぜ原価を配分するのだろうか。

ところで． 現在の会計慣行の下では． 会計人

は定額法か定率法かいずれか減価償却法を選択

する。 会計人の選択については一説に次のよう

な考え方がある。 固定資産に生じる年々の減耗

額を正しくとらえることは困難であるから，そ

れに代わるものとして減価償却方法の選択を認
めているのだというものである。 この考え方に

立てば． 正しい減価償却が存在するが． ただ測

定不可能であるが故に． 便宜上． 方法の選択を
認めていることになる。 そうすると． 定額法や

定率法から導く会計数値は，意味のない無内容
なものとなってしまう。 こうした立場をさらに

徹底すると． 現行の定額法や定率法に代わるあ
るべき方法を探求することになるのである。

(1) 本稿は， 下記の論文をもとにしてとくに定率法
を理論化したものである。 というのは， これらの
論文では逓減法に論及しても， その一つである
（しかもより重要かつ一般的な）定率法の厳密な
証明を欠いていたからである。 高須教夫， 毛利敏
彦稿「減価償却方法の選択基準に関する一考察」
近畿大学商経学叢第34巻第3号1988年p. 187. 以
下。 拙稿「原価配分基準への試論」中野勲編「会
計情報ジステムと人間行動」1989年神戸大学経済
経営研究所研究叢書所収。

利
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また他方で，減価償却のような原価配分は単

なる会計人の願望や期待を反映するものにすぎ

ず，恣意的なある数値であるから，配分をしな

いことを提唱する論者もある (2) 。

さて，以上の考え方は最近の会計研究に照ら

してみると問題が多い。 というのは，近年の実

証研究によっての会計方法の選択や変更が企業

のスケ ー ルや会計利益に深く関わることが明ら

かになっているからである (3) 。 このことは，定

額法や定率法を軽視し，なんらかの正しい減価

償却費の存在を主張する上記の立楊からは，と

うてい理解しえぬであろう。 このようにみてく

ると，減価償却は長く会計研究の対象となって

きたが，会計現象そのものがあいまいのままで

あったことがわかる。 一般には，費用は消滅原

価と定義する。 しかし，この定義は消滅の決定

基準については何もいっていない。 減価償却に

関しては，それが固定資産の消滅であるといっ

ても，消滅と貨用の対立関係は不問にし，耐用

年数への原価の配分といっても，配分方法を選

択する際，どの基準が使えるかについて何の説

明もないのである。

本稿では，固定資産の帳面価額と耐用年数と

の関わりを考えることによって，定額法，定率

法による減価償却費がどういう会計現象を表現

(2) Thomas, A. L., "The Allocation Problem: 
Part Two", Studies in Accounting Research 
No. 9 AAA 1974, p. 49. 

13) 例えば， Holthausen, R. W., Evidence on the 
Effect of Bond Covenants and Management 
Compensation Contracts on the Choice of Ac
counting Thechniques. JoAE 1981, pp. 73-
109. 



するかを明らかにしたい。 定額法や定率法の選

択そのものに意味があるというのが筆者の考え
の出発点である。 そこに会計人の判断が働くこ

とは言うまでもないが， それぞれの会計方法は

我々が考えるほど異質のものでなく， 根本的に
は共通の会計現象から分かれて生じたもののよ
うに思われる。

2. なぜ配分をするのか

固定資産に関わる毀用の測定には， なぜ原価

配分という手続きを用いるのであろうか。 周知

のように， 古く動的論ば減価償却が財産評価か

ら導かれるものでなく， 原価の配分であること

を明らかにした。 けれども， このような動的論

の主張にも拘らず， 原価配分による減価償却が
なんら評価によるのと変わらないことの論証が

既にあったのである (4) 。 けれども， その後の会

計現象の展開は減価償却を原価配分として強く
印象づけてしまい， 評価の考えを切り捨てと言

ったのである。 評価としての減価償却論は全く

埋もれたままになってしまった。

ところが近年， 実証研究が進むにつれ， 研究

の射程が原価配分の手続きそのものに及ぶよう

になった。 その結果， 配分という会計手続きが，

評価の手続きを節約するために生じた方法であ

ることが明らかになっている。 このように， 減

価償却がもともと評価であったのにも拘らず，

配分になったのは会計手続きの合理化である (5)
0 

原価の配分と評価の双方の違いは， われわれが

考えているほどに大きくなく， 単に見かけ上の

差にすぎない。 要するに会計手続きにおけるコ
ストに負担を小さくするために， 配分が評価に

(4) この問題は古くリオン(Lion, M.)が論じた。
Lion, M .. Abschreibungen von Zeitwert. Leip
zig 1928, S. 33ff. ただその論証は数値例による
もので， 厳密なものではない。

(5) Watt, R. and J. Zimmerman, The Demand 
for and Supply of Accounting Theories. AR 
1979, p. 295. 

(6) Watt. R. and J. Zimmerman, Positive Ac
counting Theory. 1986, p. 349. 

とって代わったのである (6) 。 そこで， 原価配分

は評価の手続きを節約したものであるとの考え
に照らして， 減価償却をみることにしよう。

原価配分の会計手続きをとれば， 年度の決算

期末に配分の大きさが決定する。 他方． 評価の
手続きからみるとどうであろうか。 貸借対照表

は今期と次期の橋渡し機能をするというのが．

動的論の却本である。 すると． 貸借対照表価額

は次期の新経営者が今期の旧経営者からの引き
継ぎによって決定する。 引き継ぐということは

どういうことか。 それは次期の経営者が今期の

経営者から購入することを意味する。 前期から

次期へ固定資産を引き継ぐことは， 新経営者が

旧経営者から購入すると考えるのである。 この
ように旧期間の 経営者 から新経営者への引継

は． 取引である。 だからそこには． 契約ないし
交渉がなければならない。 しかし． 固定資産の

場合． 長期的に使用するということについて合
意がある。 そのためにこの交渉を省略するので

ある。 代わって成立するのが原価配分である。

固定資産の処理に定額法や定率法など減価償
却の方法があるように， 棚卸資産の評価方法と
して, FIFO , LIFO, ACがある。 このように．
費用測定は会計方法の選択によるところ大であ

る。 ところが他方で． 固定資産には臨時償却が

あり棚卸資産には低価評価や棚卸減耗損のよう

に． 方法の選択とは異なった費用測定がある。

このようにいずれにも， 質の異なる測定問題が

存するのは何故であろうか。 一説に， 例えば低
価評価はかつての財産評価の残滓であるとする

見解がある。 しかし， そうではないのではない
か。 ある会計方法を選択し． 旧期間から新期間

へ継続していくのは． 旧経営者と新経営者の契

約を省略し， 契約コストを節約しているからで

ある。 これに対し， 低価評価． 棚却減耗損， 臨

時償却は． 資産の引継を旧経営者と新経営者の

双方の契約に委ねているのである。 つまり． 市

場取引， 契約の慣行を新旧経営者の引継にとり
こんでいるのである。 であればこそ． そこに新

経営者による旧経営者の資産の引継に， 財産評
価の問題が生じてくる。

-666-



第2.1表

こ/巳 1 腕日経営者の契約の省略、契約コストの節約 1 市属のとりこみ

I 固定資産 i 減価償却の方法（定額法、定率法）

棚卸資産 i 棚卸資産評価の方法(FIFO, LIFO, A 

旧経営者から新経営者への引継は，後者が前

者から財を購入することを意味するが，それは
外部との取引に比べると著しい追いがある。も

し，新経営者が外部から固定資産を購入したと

しよう。すると，当該固定資産に相当な購入の
支出（原価 ）が必要である。ところが新経営者
は1日経営者からなんら支出を要することなく，

固定資産を引継ぐことができる。それ故，彼は

外部から購入したなら必要とした原価を節約す

ることができる。つまり．原価節約が当該固定

資産の評価額である。また． 新経営者は引き継

ぐ固定資産についての梢報を得ている。情報コ

ストがゼロである。従って．旧経営者との間で

引継の際に． 交渉 や契約を繰り越す 必要がな
い。つまり交渉コスト，契約コストがゼロであ

る (7) 。原価配分という会計方法（減価償却 ）を
固定資産に適用しうるのは，このような状況が

双方の間にあるからである。

まさしく，これが評価手続きとしての減価償

却である。こうして，減価償却は配分と評価の
双方の面から考えていくことが必要である。次

に，定額法，定率法をとりあげるが，従来減価
償却を耐用年数に対する減価償却製のパタ ー ン
！こ目を奪われてきたが，固定資産の帳簿価額の

推移に着目しながら考えることにしよう。

3. 定額法の意味

固定 資産の 耐用 年数をNとしよう。 定額法

は，原価をN期間に均等に配分する。定額法は
計算式が 1/N という，最も簡便な償却方法で

あり，原価をただ耐用年数で分割したものであ

(7) 宮沢健一著「現代経済の制度的機構」岩波書店
1978年p. 141. 宮沢健一著「制度と情報の経済
学」1988年 p. 74. 

る。定額法のこうした単純さ故に，かえってそ

の意味についてはあまり研究されてこなかった

といえるのである。

しかし，耐用年数に原価を均等に配分すると
はどういうことであろうか。定額法はその特徴

が原価配分の均等化という点に目を奪われやす

い。そのため，取得原価や償却総頷と減価償却
との関係が看過 されるのである。大事なこと

は，どうして均等化するかということなのであ

る。定額法では，耐用年数をNとすると償却率

は 1/N となる。従って取得原価を A。とすれ

ば償却額は A。 ・ 1/N となる。
ところで，定額法の基礎たる 1/N は，どの

ようにして導かれた ものであろうか。 もちろ

ん，耐用年数で割った値つまりその逆数といわ
れるかもしれない。しかし，厳密に言えば，そ

れは必ずしも正しくない。というのは，もとも

と，定額法にしても定率法にしても，耐用年数
への原価配分の方法として考え出されたもので

あり，その意味からして定額法は単純に耐用年
数に分割すればよいというものではない。

予想の耐用年数をNとしよう。他方，使用可

能な年数をLとすれば，

dt= 
Lt-1 Lt 

N
― N 

(3.1) 

となる。

dt= L← 1-Lt 
N 

1 =N
一 (L←1-Lt) 

L← 1-Lt = l 

:.dt 
N 

要するに． 定額法ではt期経過後の使用可能
年数が耐用年数が尽きるまで常に1 年と予想さ

れていることがわかる。そして．定額法はその
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場合にのみ成立するのである。 それ故に， 定額

法は各年度に 均等に 原価が 配分 されるのであ
る。

1 A o汀=D1

固定資産が 残存価額CS)をもつ状況下では．
各期に原価配分される減価償却は

D1= (A o-S )* 

となる。

大事なことは， 各年度にかかるウェイトがど

のようにして導かれるかにある。 定額法による

時， ある年度の帳簿価額は
1 ふ=A1ー1 ー (A o-S)�N 

定額法で求められる減価償却費は本来． 離散

的である。 そこでこれを連続的な式に直してみ

ることにしよう。 減価償却の計算要素は，取得

価額，残存価額， 耐用年数である。 この中で，
取碍価額は確定しており問題はない。 残存価額
は不確定であるとはいえ， 処分時に見稜額と実

際の処分価額との差 異は． 固定資産売却損益と
して修正するのであまり問題は少ない。 これに

対し， 耐用年数は固定資産取得時に予想しなけ

ればならず． その予想は実際と異なる可能性が

ある。 こうしたことを考えると． 減価償却計算

にとり最も重要な要素は耐用年数である。

耐用年数の予想と実際との関係については，
次のように考えることができる。 取得時の予想

の耐用年数(N。）は，あと何年使用できるかと

いう年数つまり実際に使用可能な年数(L 。)に
等しい。

N o=L o  

しかし， 一年経過したとき， 実際に使用可能

な年数は残りの耐用年数に等しいであろうか。

期間経過前と期間経過後の使用可能年数の差 を
△ L 1=L 1+1-L 1  

とする。 そして， この差 を当初に予想した耐用
年数に対する割合で表現してみよう。 というの

は， この実際の使用可能 な定数 の減少速度こ
そ， 固定資産の損耗と考えるにふさわしいから

である。 そこで，

△ L 1= l 

とすれば
1 dt = ―(L 1+1-L 1) N 

1 

が導かれる。

このようにして． 定額法は取得原価 A。（ま
た残存価額をSとすると A 。-S)に対し．固定

資産の帳鏑価額はA 。 ・ 1/ N の減少速度で連続

的に推移する。
固定資産の帳簿価額と耐用年数の連続的関係

は次のように図示することができる。 縦軸は帳

簿価額を， 横軸には耐用年数をとる。 便宜上．
ここでは残存価額をゼロとする。

(0, Ao) 

(N, O) 

第3.1図

固定資産の板簿価額と使用耐用年数の経過と
の関係は次の式で表現できる。 A。を取得原価．

Nを耐用年数としよう。 すると． 経過年数tと

帳簿価額 A には co;:;;;;t;:;;;;N)

1 -A+-1 
A o  N t= l {a:Ao�a�O} 

簡単なこの式は． その単純さにも拘らず意味

することは大である。 というのは． 取得原価と
経過年数の加法が常に1 になるという関係を表

現するからである。

このようにして． 定額法は年度の経過に応じ
て使用可能な年数もまた減少していくという予

測を原価配分に反映させようとしたものである

ことがわかる。
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4. 非償却の固定資産について

定額法に対する以上のような解明は．固定資

産の中で土地のような非償却資産がなぜ存在す

るかを説明するのに適用できる。

耐用年数を N, 使用可能年数をLとしよう。

しかし，1 期間経過後の使用可能年数が当初の

使用可能年数に等しいとする。
Lt+1 =Lt 

故に，
Lt+1-Lt =0 

定額法の式は

dt =t( Lt+1- L1 ) 

であるが, ( Lい1-Lt)がゼロであるから， 結

局，減価償却費はゼロになってしまう。
dt=O 

つまり，ウェイトはない。かくて， 土地の如き

限りなく使用可能な資産は減価償却はしないの
である。それ故に，非償却の固定資産はいかに
期間が経過しようとも予想の耐用年数と使用可

能な年数との差異がゼロということができる。

非償却資産の帳簿価額は次のように図示する

ことができる。縦軸を固定資産の簿価とし， 横

軸を耐用年数ないし使用可能年数とする。

Ao 

第 4.1図

このように， 期間が経過しても，使用可能年数
はいつも同じなので，固定資産の帳簿価額は取

得原価のまま推移する。
上記から，減価飯却の意味だけでなく固定資

産のうちなぜ非償却資産があるのかについても

明らかにすることができるのである。

5. 定 率 法

逓減法は期間の経過とともに， 減価償却費の

大きさが 減少 する 減価償却法 である。以下で
は， 逓減法の中でとくに定率法をとり上げ，ど

ういう会計現象を表現したものであるかを考え
ることにしたい。

周知のように， 定率法は固定資産の帳簿価額

に一定の償却率を乗じて，当期の減価償却費と
する。減価償却費と帳簿価額の関係は

dt =At-At+1 =A江

である。取得原価と償却率の関係を一般化すれ
ば次のようになる。取得原価を( A。 ）とする。

ふ=Ao(l-r)t 

ところが， これは A。 を初期値とするtの関

数となっている。実はこれは定差方程式の解で

ある。そこで， この解から元の定差方程式に還

元すると次のようになる。
ふ=A,-1(1-r)

rは次のようにして決まる(8) 。
A← 1-A, 

A←1 =r 

(5.1) 

固定資産は耐用年数が尽きると処分する。処

分価額は残存価額( S)に等しい。この値はゼ
ロではなく一般にプラスである。それ故に， 耐

用年数が終了した状況下では A= S である。

固定資産の帳簿価額が期間の経過につれて減

少して いくことを示す微分 方程式は残存価額
( S)を考慮してみると次のようになる (9) 。

dA -= -J.(A-S) (5.2) dt 

dA 
戸＝一J.dt

dA 
s瓦=-s=ー えSctt

(8) 新開腸ー著「経済分析と微分．定差方程式」東
洋経済新報社 1970年p. 8. 以下。

(9) 新開腸ー著「経済分析と微分．定差方程式」同
上， さらに坪井忠二著「数理のめがね」岩波書店
1968年p. 146-147. を参照。
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log(A-S) = C→t 

t =O,A=Ao と すれば
C= log(Ao -S) 

こ れから

log(A-S) = -Jt +  log(Ao-S) 

A -S 
log 

Ao -S = -Jt 

A=S+ (Ao-S) e—入 1 (5 . 3) 

定率法によ る 固定資産の帳簿価額は次のように
図 示で き る 。

Ao 

s r- -- - - r - - - --- - - - - - - - - -

： I 

’ •  一—• 一..--―•一.----1
t N 

第 5 . 1 図

定率法では一見する と rが減価償却の大 き さ
を決定 し てい る かにみえ る 。 し か し， こ う して

みてく る と 定率法に おけるrは定数であ っ て，

本当に大事な こ と は t である こ とがわか る 。 t

が定率法によ る 減価償却のパタ ー ン を決めてい

る のであ る 。 かくて定率法では前半にウ ェ イ ト
力ゞ 力刃か る こ とにな る (1

0) 。

(IQ) 定率法については， 従米か ら割引利子率を月］い
た研究がある。 最近では， Kim, M. and G. 
Moore, Economic VS. Accounting Deprecia
tion. JoAE 1988, pp. 1 1 1-125 . これは資産を収
益稼得力 を も つ財 （ それ は． サ ー ビス， ポテンジ
ャ ルと も表現するか） としてとらえる考えに 出 発
してい る。 しかし，こうした研究は多分に恣意性

がい り 混 じ り ， 十分 とはいえ ない。 その他． 次の
文献を参照 Skinner, R. C., Final Asset Lives 
and Replacement Cost Accounting. JoAR 
1982 , pp. 210-226 . Zarowin, P., Non-Lineari→ 

ties and Nominal Contracting Effects. JoAE 
1988 , pp. 89-110 .  

6. 結 論

以上の二つの方法に，共通す る と こ ろ は何で

あろ うか。 ま た， 双方の違いはどういう こ と に

基因す る のだろうか。

定額法の上記の式をみる と ，経過年数 と 帳節
価額の減少， し たが っ て ま た減価償却 と の間に
は っ き り した対応関係があ る こ と がわか る 。そ

れはま た，予想の残りの使用年数 と 実際の経過

が合致す る と いうのが定額法だ と した先の推定
と もよく一致す る のであ る 。 例えば，経過年数
が耐用年数の半分 と な っ た場合には，帳簿価額

も ま た半分にな る からであ る 。 取得時に予想の

耐用年数を見稲 っ た と しよう。 そ して， それは

実際の使用可能な年数 と 一致す る と す る 。

予想の耐用年数＝ 実際に使用可能な耐用年数
定額法の場合，期間が 1 年経過す る と，実際

に使用可能な耐用年数も ま た 1 年縮小 し てい る
ケ ースであ る 。 こ のような状況が予想の耐用年

数の終了 時 ま で続く と 考えられ る 。 つ ま り，当

初の予想された耐用年数の間や，設備が有効に
使用可能であ る と いう こ と であ る 。 従 っ てそ こ

には，無効な使用期間がない。

こ れに対 し て，定率法では，設備を稼働 した

場合， 予想の耐用年数に対 し ，実際に有効な使

用 期間が縮小 し，他面で， 無効な使用期問が出
現 し てく る 状態を示す と いえよう。 こ の場合，

無効な使用期間 と は，た と え設備は存在 し てい

ても，効率的に稼働 し えない期間を言う。

こ う して，減価償却 と は，当初 （取得時）の

予想の耐用年数に対す る ，実際に使用 した際の

有効な 使用年数の 減少 辿度 で あ る こ と がわか

る。 定額法は各期間に等 しいウ ェ イ ト がかか る

ので原価配分の仕方は均等である のに対 し，定
率法 は 初年度にウェイトがかか る ので，原価配

分は逓減的 と な る のであ る 。
以上に 明らかなように，減価償却の測定には

経済的な大 き さが認識で き ない と いうに とどま
らず絶対的な大 き さそのものが存在 しない。 っ

ま り，減価倣却は，あ る 何らかの減価現象を絶
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対的な大 き さ としてと ら える も のではない。 そ
してまた， その 絶対的な大 き さが把握しえぬが
故に， 会 計方法の 選択が 生じて いるのでもな

い。 それは，単なる願望や期待ではな < . 配分

そのものに意味が あ るので ある。
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